
円

1.施設の概要等

2.指定管理者の概要等

カード再発行手数料 110,000 81,300 98,280

146,946,605

事業計画

0

13,270,000

0

74,053,325

58,286,000

149,960,000

73,690

26,050

150133983

7,057

147,075,000

0

○資料の収集整理、カウンター業務、読書普及活動に係る業務など施設の運営に関すること。
○施設の環境秩序管理、施設の維持修繕及び保守点検管理、備品の維持管理など施設の管理に関
すること。

名　　 称

指定管理業務の内容

150,141,040

73,051,963

11,283,826

147,075,000

75,519,000

0 00

00

0

令和４年度

150,811,710

-3,865,105

事　業　収　支　実　績

人件費

事務費

計（B）

所 在 地

松阪市川井町772番地10及び松阪市嬉野町1429番地1

指定管理者
株式会社　図書館流通センター

東京都文京区大塚三丁目1番1号

支
出

110,000

事
業
収
支
推
計

指定管理施設の管理運営評価表（評価対象年度：令和4年度）

図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保有して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査
研究、レクリエーション等に資することを目的とする。

名 　　称

設置目的

松阪市松阪図書館及び松阪市嬉野図書館

所 在 地

令和 4年　4月　1日　～　令和 5年　3月　31日

　評価対象年度指定管理料

　評価対象期間

教育委員会事務局生涯学習課　担当部署名

施設の概要

設備の概要
【松阪図書館】一階（1,620.16㎡）一般図書開架室・児童図書閲覧室等、
　　　　　　　    二階（951.91㎡）一般書架室・講座室・学習室
【嬉野図書館】一階（1,660㎡）一般図書閲覧室・児童図書閲覧室等

146,650,000

収
入

収支差引額（A）-（B）

205,000

指定管理料

その他収入

その他委託料

計（A）

複写料収入

10,976,831

65,798,194

0

（単位：円）
指定期間

業
務
運
営
実
施
状
況

管理業務の実施状況

サービスの質の向上

施設・設備等の維持管理

○施設運営　図書館資料の収集整理、蔵書点検、貸出処理、返却処理、相互貸借業務、おはなし会の
実施、飯南・飯高地域への配本、ブックスタート事業、ブックトーク事業、図書館だよりの発行、施設
見学及び職場体験学習に係る業務などを行った。
○施設管理　消防訓練や館内巡視など施設の環境秩序管理に関する業務、施設の維持修繕及び保
守点検管理に関する業務、備品の維持管理に関する業務などを行った。
○「図書館を使った調べる学習コンクール」など利用者参加型事業を行った。
○コロナ禍の中、利用者の理解のもと、適切に対策を実施しながら読書活動の継続を図った。

○指定管理者制度導入14年目において貸出利用者数は219,740人、貸出冊数は777,712冊、
入館者数は277,705人となった。
○スタッフ研修制度の充実を図り、利用者還元を目指し、資質向上に努めた。
○「学校読書室等支援事業」を通して、学校図書館との連携をより強化した。

○松阪図書館：防犯カメラ用ハードディスクレコーダーHDD修繕
○嬉野図書館：特になし

事業費

 令和 3年 4月 1日　～　令和 8年 3月 31日

146,650,000

令和３年度

146,650,000

83,020

115,305

65,781,554

1



3.指定管理者業務運営項目別評価

③適切な情報提供

⑧地域の振興・活性化

　各種業務計画書、点検記録、整備・修繕･事故・故障等の履歴等の各
種管理記録等が整備・保管されていたか。

判定

A

5

4

採点

4

4

A

⑤清掃業務

⑦各種管理記録等の整備
　・保管

　施設の設置目的に基づいた管理運営上の基本方針が確立されて
いたか。
　また、職員は理解していたか。

　施設の管理運営を通して、施設の設置目的は達成されたか。

　利用者数は当初目標数を達成されたか。

　点検によって異常が認められた場合には、速やかに修繕・交換・整
備・調整等の適切な処置を講じたか。

内　　　容

5

4

4

5

5

5

5

5

4

4

④利用促進・PR

B

5 5

4

4

4

4

5

4

4

　利用者ニーズに即した自主事業が実施されたか。

　敷地内は全て利用者が快適に利用できるよう清潔な状態が保たれ
ていたか。

4
　草取りや除草等を行い、利用者が快適に利用できるような良好な
景観が保たれていたか。

4

A

4

5

施
設
・
設
備
等
の
維
持
管
理

①施設の目的や基本方針
　の確立

②施設設置目的の達成度

③利用者数

④運営状況

⑤職員の配置状況・勤務
　実績

⑥鍵管理

②備品・什器等の保守点
　検

①施設利用状況及び利用
　者数増加への取組み

②利用者の平等な利用

　自主事業や運営方法の工夫等利用者数増加に向けた具体的な取
組みはあったか。(注1)

　地域や地域住民との交流･連携に関する取組みを実施し、地域交流
の支援を行ったか。

評　　価　　項　　目

管
理
業
務
の
実
施
状
況

5

③修繕業務

4

⑥苦情解決体制及び対応

　全ての利用者が情報を得ることができるよう適切な利用情報の提
供を行ったか。

　当該施設・事業について、広報誌やパンフレットを作成するなど、具
体的な取組みが実施され、積極的な利用促進が図られたか。

　事故、災害等の緊急事態発生時の危機管理マニュアルの整備や対
応体制の確立はされていたか。

⑦自主事業

5

　施設の供用日数・供用時間は守られたか。また、適正な施設の維持
管理、運営が行われたか。

担当部署評価

5

4

5

5

判定採点

　個々のサービスについて、対応職員によって格差が生じないよう、
施設のサービス水準を確保するための取組みを行ったか。

B

　備品・什器等が適切に管理され、良好な機能が保持されていたか。

サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上

　利用者からの意見・苦情等を受けて迅速かつ適切に処理できる体
制が整っていたか。
　また、事故、苦情に対する対応は適切であったか。

⑥意思疎通

　職員の配置状況・勤務実績は適正であったか。また、業務執行体制
（作業責任者・業務担当者）は明確になっていたか。

　管理運営業務全般について、市と指定管理者の責任者の間で十分
な連絡調整がなされていたか。

指定管理者
自己評価

①建物・設備の保守点検

⑤非常時・緊急時の対応

　建物・設備が適切に管理され、安全性の確保及び良好な機能の保
持がされていたか。

業務運営項目

5

5

⑧利用者アンケートの実
　施

　利用者アンケートを実施し、利用者の意見・要望、満足度の把握に
努めたか。
　課題がある場合は対応策を講じたか。

4 4

5

【（注1）のみ指定管理施設の管理運営評価表作成要項の評価基準1-（2）の採点基準にて評価】

　鍵の管理は適切であったか。

④樹木・植栽等管理業務

A
5

4

5

5

5

2



4.総合評価

１が含まれる

採点基準

協定等で定めた水準以上のサービスが提供されている。

協定等で定めた水準以上のサービスが提供されているとともに、独自の新た
なサービスが提供されている。

協定等で定めた水準のサービスが提供されている。

協定等で定めた水準のサービスが一部提供されていない。

協定等で定めた水準のサービスが多くの業務で提供されていない。
早急に改善が必要である。

Ｄ

優良

Ｃ

令和4年度は「第三次松阪市子ども読書活動推進計画」の見直しを行った。子どもたちの確かな学力や豊かな人間性を育むために
は、言語活動の充実、コミュニケーション能力の重視などの流れの中で、学校読書室の役割がますます大きくなっている。このこと
から、市の図書館と学校読書室とのさらなる連携により、子どもたちの読書活動の活性化につなげていきたい。また、地域の読書
ボランティアの育成を図り、家庭や地域での読書活動についても推進していきたい。
指定管理も令和3年度から第4期の指定管理期間となり、指定管理者としてより一層講座やイベント等の中身の充実も図ってもら
いたい。コロナ禍により利用者の行動様式が変化しデジタル化が進む状況の中で、継続的に利用者の増加を図るためにも、SDGs
の視点やICTを取り入れつつ、新たな講座の企画、展示など意欲的に取り組んでいってもらいたい。企画参加者数、利用者数や貸
出冊数等、数値としての結果も出るようにしたい。
また、図書館システムの更新に伴い、令和5年度からマイナンバーカードを図書館利用カードとして利用が可能となった。今後、市
の関係部署と連携しつつ、より一層の周知に取り組んでいきたい。

【改善すべき点】 【指導すべき点】

【管理業務】市と定例会を多く設け、共催事業の「図書館を使った
調べる学習コンクール」や「ビブリオバトル」をスムーズに開催で
きるように務めた。また、他の文化施設や、学校読書室支援セン
ターを介して学校との連携も心掛けた。
【サービスについて】HPを一新し、多方面への情報発信を行っ
た。読書に親しめるイベントやバリアフリー上映会を実施し、読書
支援や障がい者サービスの周知にも務めた。
【施設・設備等について】コロナ制限緩和の中で安心して利用し
ていただけるよう日常清掃、定期点検の実施だけでなく従来か
らの感染対策を継続し行った。

【管理業務について】コロナ制限緩和により来館者が増えること
が予想されるため、利用者ニーズへの迅速で適正な対応と新た
な利用者層の開拓に務めていく。市や地域団体、学校などとの
連携をさらに図れるように務めていく。
【サービスについて】電子図書館の周知について、利用方法の見
直しを図り利用促進に務める。また、嬉野図書館との共催イベン
トを増やし両館への利用促進も務めていく。
【施設・設備等について】嬉野図書館において、利用者がWEB
情報へアクセスする手段に課題が引き続き残る。

平成21年4月の指定管理者制度の導入後14年目となり、安定し
た図書館運営がなされている。新型コロナ感染症の影響のあっ
た中、拡大防止に係る施設運用の変更について、しっかりと対応
をしてくれている。新型コロナ感染症の制限が緩和されている
状況において、利用者からの要望に今後とも可能な範囲で応え
ていってもらいたい。
また、2か月に1回程度設けられた、市と指定管理者とで情報共
有をする機会は指定管理者との意思疎通を図るうえで非常に有
益であった。

【所属長意見（今後の方向性等）】

社会や行政のデジタル化が急速に進む中、利用者のニーズに応
じながらデジタル・ディバイドの解消に向けて図書館のICT化を
進めつつ、利用者に向けた適切な情報発信に努めてもらいた
い。電子図書館の利用促進と共に、令和5年度より可能となっ
た、マイナンバーカードの図書館利用カードとしての利用につい
ても関係部署と連携しながら促進していく必要がある。

担当部署評価指定管理者自己評価

【努力した点・成果等】 【評価すべき点】

良

普通

やや劣る

評価の判定基準

全てが３以上

５が半分以上かつ残りも３以上

２が含まれる

点数

1 劣る

評価

Ａ

Ｂ

5

4

3

2

3


